
別添地方４Ａ

地方公共団体が扱う申請・届出等手続で実施方策の提示が困難な手続

１．自治事務

手続名 根拠法令名

1 2 3

備考個別ｼｽﾃﾑ
名

ｻｰﾋﾞｽ
開始時期

経由事務 実施方策

死産の届出 死産の届出に関する規程第４条

被保険者証の交付申請 介護保険法施行規則第２６条
（介護保険法第１２条第３項）

被保険者証の検認、更新手続 介護保険法施行規則第２８条

標準負担額の減額認定に係る申
請手続

介護保険法施行規則第７９条の
３

標準負担額の減額認定に関する
特例措置の申請手続

介護保険法施行規則第７９条の
５

所管手続数合計 5

２．第一号法定受託事務

手続名 根拠法令名

1 2 3

備考個別ｼｽﾃﾑ
名

ｻｰﾋﾞｽ
開始時期

経由事務 実施方策

毎月勤労統計調査（特別調査事
業所の申告義務）

毎月勤労統計調査規則第１６条
第３項（統計法）

歯科技工士の試験の手続 歯科技工士法第１２条第２項

保護開始の申請 生活保護法第２４条第１項

保護変更の申請 生活保護法第２４条第５項（同
条第１項準用）

医療券の発給 指定医療機関医療担当規程第２
条

所管手続数合計 5
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